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第１章 計画策定にあたって 
 

 １  計画策定の背景と趣旨 

今日の進められている障害者制度改革は、障害者が自ら選択する地域にお

ける生活の実現と平等な社会参加、参画を柱に据えた包括的な社会の構築を

めざしています。 

 

本市においても、平成 20 年度に障害者自立支援法に基づく「第２期江南

市障害福祉計画」を策定し、障害福祉サービスの一層の充実に取り組んでき

ました。 

 

しかし近年、社会情勢のめまぐるしい変化や保健・医療技術の進歩等を背

景に、障害者施策を取り巻く状況は大きな変化をみせています。 

平成２５年８月までに障害者自立支援法に代わり、新たな法律として、「障

害者総合福祉法」（仮称）の制定などが予定されています。また、平成 22 年

12 月には、「障害者総合福祉法」（仮称）制定までのつなぎ法案として障害者

自立支援法が改正され、応能負担への変更や発達障害も障害者自立支援法の

対象となることが明確化されるなどの改正が行われました。 

 

こうした社会的な変化を踏まえ、「第２期江南市障害福祉計画」の見直しを

行い、「第３期江南市障害福祉計画」を策定するものです。 
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 ２  計画の位置づけ 

この計画は、障害者自立支援法第 88 条に規定する「市町村障害福祉計

画」の第３期計画として策定するものです。 

また、「障害福祉計画」は、平成 19 年 3 月に策定された「江南市障害者計

画」における「生活支援」を中心とした施策の具体的数値目標を定めた計画

として位置づけられます。 

 

 

 障 害 福 祉 計 画 （参考）障害者計画 

根拠法令 

障害者自立支援法 

（平成 18 年 4 月 1 日施

行） 

障害者基本法 

（平成１９年４月１日一部改正法施

行） 

 

性  格 

・各年度における障害福祉

サービスごとに必要な見

込量を算出し、その見込

量を確保するための方策を

定める計画（障害者自立支

援法第 88 条） 

・国の障害者基本計画及び都

道府県障害者計画を基本と

するとともに、地方自治法

第２条第４項の基本構想に

即し、かつ、当該市町村に

おける障害者の状況等を踏

まえ、当該市町村における

障害者のための施策に関す

る基本的な計画（障害者基

本法第９条）の長期的な見

通しにたって効果的な障害

福祉施策の展開を図る計画

 

位置づけ 

・障害者計画の「生活支援」

を中心とした施策の具体的

な数値目標 

・国の「障害者基本計画」及

び愛知県の「あいち健康福

祉ビジョン」を基本とした

江南市戦略計画の部門計画
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 ３  第３期障害福祉計画策定における国の動向及び留意点 

障害者自立支援法の施行及び平成 22 年 12 月に成立した「障害者制度改

革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」

による障害者自立支援法の改正等を踏まえ、障害者の地域生活を支援するた

めのサービス基盤整備等に係る平成 26 年度末の数値目標を設定するととも

に、平成 24 年度から平成 26 年度までの第３期障害福祉計画を作成するも

のです。 

 

【主な改正内容】 

① 改正障害者基本法を踏まえた規定の整備 
平成 23 年７月に成立した障害者基本法の一部を改正する法律（平成

23 年法律第 90 号）による障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）の

目的規定の改正内容について、障害福祉計画の基本的理念の中に盛り込み

ます。  

 

 

② 整備法による障害者自立支援法の改正を踏まえた規定の整備 
○同行援護の創設 

平成 23 年 10 月 1 日より地域生活支援事業の移動支援事業によるサー

ビスのうち、視覚障害者に関する移動支援を個別給付化し、同行援護が創

設されました。 

 

○相談支援体制の充実・強化 

サービス利用計画対象者が大幅に拡大され、障害福祉サービスを利用す

る全障害者について、平成 24 年から平成 26 年の 3 年間にサービス等利

用計画を作成することとされました。サービス等利用計画を作成する特定

相談支援事業が新たに制度化され、市町村により指定されます。 

また、地域相談支援が創設され、地域移行、地域定着に対する支援が個

別給付化されました。 

さらに、相談支援体制の充実・強化を図るため、地域における相談支援

の中核的な役割を担う基幹相談支援センターや自立支援協議会の具体的な

機能や在り方を明確化しています。 
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○障害児支援の強化 

これまで、児童福祉法、障害者自立支援法それぞれに規定されていた障

害児施設が児童福祉法に統合され、障害児の通所、入所施設が再編されま

した。通所施設は障害児通所支援となり、入所施設は障害児入所支援とな

ります。また、それぞれ、福祉型・医療型に区分されます。 

通所施設については、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デ

イサービス及び保育所等訪問支援という 4 つの事業が児童福祉法による給

付事業となります。 

 

○障害福祉計画の作成のための体制の整備 

市町村及び都道府県が障害福祉計画を作成するにあたり、地域自立支援

協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければならな

いとされたことを踏まえ、同協議会を活用することを明記します。 

 

 

③ 地域主権改革を踏まえた規定の整備 
地域主権改革において、平成 24 年４月１日以降は、市町村障害福祉計

画を策定又は変更する場合に、住民の意見を反映させるために必要な措置

を講ずる義務が努力義務となりました。できる限り地域住民の意見を反映

させることが望ましい旨を明確化するとともに、これまで障害福祉計画に

定める事項だったものを今般改正により定めるよう努めなければならない

事項になったもの等についても明確化します。 

 

④ 障害者虐待防止法の成立を踏まえた規定の整備  
平成 23 年６月に成立した障害者虐待防止法（平成 23 年法律第 79

号）を踏まえ、都道府県障害者権利擁護センター、市町村障害者虐待防止

センターを中心として虐待防止に向けたシステムの整備に取り組むこと等

の規定を盛り込みます。 

 

 

 4  



 

 ４  計画の期間 

障害福祉計画の期間は、第３期として、平成 24 年度（2012 年度）から

障害福祉計画は 3 年ごとに策定することとされています。本計画は、平成

24 年度から平成 26 年度までの 3 年間を期間とします。 

 

 
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期障害福祉計画 

（平成 24 年度～平成 26 年度） 

障害者計画 

（平成 21 年度～平成 30 年度） 

第２期障害福祉計画 

（平成 21 年度～平成 23 年度） 次期計画（仮） 

 

 

 

 ５  計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、障害のある人やその家族などの当事者、障害

者団体などの意見を踏まえ、計画に反映するように努めました。 

さらには、計画素案をホームページ上で公開して意見募集を行うパブリッ

ク・コメントの手法を採用し、市民の声を計画に反映させました。 
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第２章 障害者を取り巻く現状 
 

 １  人口構造の推移 

本市の人口は、平成 21 年をピークに減少傾向で推移しており、平成 23

年では 101,714 人となっています。一方で、高齢者（65 歳以上）の人口は、

増加を続けており、平成 23 年には 22,417 人、全人口に占める割合は

22.0%となっています。 

 

 
図表 総人口及び年齢３区分人口の推移 

単位：人 

区分 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年

総人口 100,956 101,368 101,774 102,128 101,857 101,714

15,259 15,228 15,253 15,214 15,016 14,850
０～14 歳 

(15.1%) (15.0%) (15.0%) (14.9%) (14.7%) (14.6%)

67,353 66,817 66,303 65,804 64,855 64,447
15～64 歳 

(66.7%) (65.9%) (65.1%) (64.4%) (63.7%) (63.4%)

18,344 19,323 20,218 21,110 21,986 22,417
65 歳以上 

(18.2%) (19.1%) (19.9%) (20.7%) (21.6%) (22.0%)

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 

 

15,259 15,228 15,253 15,214 15,016 14,850

67,353 66,817 66,303 65,804 64,855 64,447

18,344 19,323 20,218 21,110 21,986 22,417
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100,000

120,000
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 ２  障害者（児）の状況 

（１）身体障害者（児）の状況 

身体障害者（児）は、平成 18 年の 3,111 人から年々増加しており、平成

23 年には 3,401 人となっています。その多数が健常者から後天的に障害者

になった方です。 

障害の種類別では肢体不自由が多く、全体の約６割を占めています。 

障害等級別でみると、１、４級の重度障害者（児）は増加が大きくなって

います。 

 

 
図表 障害種類別・等級別身体障害者（児）手帳所持者の状況 

単位：人 

区分 総数 視覚障害
聴覚平衡
機能障害

音声言語そしゃ
く機能障害 

肢体不自由 内部障害

１ 級 820 64 9 4 303 440

２ 級 612 70 70 7 447 18

３ 級 865 18 44 22 525 256

４ 級 716 16 30 18 428 224

５ 級 222 18 0    - 204    -

６ 級 166 16 80         - 70 -

計 3,401 202 233 51 1,977 938

資料：福祉課（平成 23 年 3 月末現在） 

 
図表 身体障害の種類別・身体障害者（児）手帳所持者数の推移 

単位：人 

区分 
平成 
18 年 

平成 
19 年 

平成 
20 年 

平成 
21 年 

平成 
22 年 

平成 
23 年 

視覚障害 179 185 201 203 209 202

聴覚平衡機能障害 204 211 215 222 235 233

音声言語そしゃく機能障害 25 28 41 46 48 51

肢体不自由 1,835 1,870 1,890 1,884 1,956 1,977

内部障害 868 883 883 911 920 938

計 3,111 3,177 3,230 3,266 3,368 3,401

資料：福祉課（各年 3月末現在） 
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図表 障害の等級別手帳所持者数の推移 

単位：人 

区分 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年

１ 級 716 751 764 777 800       820

２ 級 585 593 618 599 618       612  

３ 級 844 848 859 863 871       865  

４ 級 629 640 643 668 698       716  

５ 級 200 204 202 217 219       222  

６ 級 137 141 144 142 162       166  

計 3,111 3,177 3,230 3,266 3,368      3,401 

資料：福祉課（各年 3月末現在） 

 

 

（２）知的障害者（児）の状況 

知的障害者（児）数は、平成 18 年の 486 人から増加傾向で推移しており、

平成 23 年には 563 人となっています。 

平成 23 年３月 31 日現在の判定別構成では、Ａ判定の重度障害者（児）

が 34.3%、Ｂ判定の中度障害者（児）が 35.3%と７割以上を占めています。 

 
図表 知的障害程度別・療育手帳所持者数の状況 

単位：人 

区分 総数 0～17 歳 18 歳以上 

Ａ（重度） 193 54 139

Ｂ（中度） 199 50 149

Ｃ（軽度） 171 78 93

計 563 182 381

資料：福祉課（平成 23 年 3 月末現在） 

 
図表 知的障害の程度別・療育手帳所持者数の推移 

単位：人 

区分 
平成 
18 年 

平成 
19 年 

平成 
20 年 

平成 
21 年 

平成 
22 年 

平成 
23 年 

Ａ（重度） 203 207 198 179 184 193

Ｂ（中度） 177 176 176 180 181 199

Ｃ（軽度） 106 120 128 139 158 171

計 486 503 502 498 523 563

資料：福祉課（各年 3月末現在） 
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（３）精神障害者（児）の状況 

精神障害者（児）数は、平成 18 年の 301 人から年々増加し、平成 23 年

には 475 人となっています。 

平成 23 年３月 31 日現在の等級別構成では、２級の中度障害者（児）が

７割を占めています。 

 

 
図表 精神障害の等級別・精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

単位：人 

区分 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年

１ 級 34 32 33 39 40 46

２ 級 208 231 241 263 296 332

３ 級 59 77 80 85 98        97

計 301 340 354 387 434 475

資料：福祉課（各年 3月末現在） 

 

 

 

 ３  将来の障害者数の見込 

本市の人口の推移と人口に占める障害者手帳所持者の割合から将来の障者

数を見込みました。 

障害者手帳所持者の割合は年々増加しており、今後もその割合は増加して

いくものとして障害者手帳所持者の出現率を見込み、江南市戦略計画に基づ

いた人口推計に基づき算出しました。 

人口が横ばいで推移する一方で、障害者手帳所持者の割合は増加していく

ことが見込まれ、障害者数は増加することが予測されます。 

 

 
図表 総人口及び各種障害者手帳所持者数の推計 

単位：人 

区分 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年

総人口 102,600 102,700 102,900 103,000 103,000 103,000

身体障害者手帳所持者数 3,488 3,543 3,612 3,667 3,729 3,780

療育手帳所持者数 575 585 597 608 618 628

精神障害者保健福祉手帳

所持者数 
503 544 576 618 649 680
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第３章 計画の基本的な考え方 
  

 １  基本理念 

本市では、国の障害者基本計画で示された誰もが相互に人格と個性を尊重

し支え合う「共生社会」の考え方に基づき、『すべての人の「社会参加と自

立」の実現』を基本理念として掲げ、地域でともに暮らし、みんなで支え合

いながら、誰もが自分らしい暮らしを実現できる街（まち）となるよう、障

害への理解と支え合いの市民意識を形成し、支援体制や生活環境の充実を目

指してきました。 

第３期障害福祉計画においても、この理念を踏襲するものであり、引き続

き、障害者の自立と社会参加を支えるため支援体制や生活環境の充実を目指

します。 

 

 

 

 ２  基本方針   

（１）相談支援体制の強化 

近年、障害のある方に関わる法律や制度の改正などが行われており、ニー

ズを把握しながら、適切なサービスを提供する必要があります。多様化する

障害のある方のニーズに対応できるよう、地域自立支援協議会や関係機関と

の連携を密にし、相談体制の強化を図ります。 

 

 

（２）施設入所から地域移行 

今までの入所施設や病院等における生活から、障害のある人個々の状態や

ニーズにあった支援を充実させ、障害のある人やその家族の希望に基づき、

自己決定と自己選択ができる地域生活への移行を促進します。そのため、住

宅への入居支援や住宅の改修支援をはじめ、共同生活介護（ケアホーム）等

の設置など、生活の基盤整備を図ります。 
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（３）地域生活支援の充実 

障害のある人が地域社会の中で、自分の能力を最大限に発揮し、積極的な

社会参加を進めていくため、外出・コミュニケーション等のサービスの充実

を図り、適切な支援等を進めます。 

また、地域生活における支援者等を確保するため、ボランティア活動や地

域コミュニティづくりを推進し、地域住民と様々な福祉関係機関で構成され

る支援ネットワークを構築していきます。 

 

 

（４）雇用・就労の促進 

障害のある人が安定した質の高い生活が送れるよう、一般企業、ハローワ

ーク、ＮＰＯ、就労支援事業者等関係機関との連携を図りながら、一般雇用

はもとより、福祉的就労も含め、障害のある人一人ひとりの働く意欲を尊重

し、就労のための訓練や就労の機会の確保に努めます。 

 

 

（５）障害のある人の自立支援 

障害のある人やその家族が安心して地域での生活を送れるよう、また、障

害のある人が自立した生活を送れるように相談支援や成年後見制度などの利

用支援を周知するとともに、事業等の周知を図りながら、地域での生活を支

えるホームヘルプサービスや短期入所の充実、日中の活動の場の利用促進を

図ります。 

 

 11  



 

 ３  平成２６年度の数値目標 

（１）施設入所者の地域生活への移行  
■国の指針 

数値目標設定の考え方 

平成 26 年度末における地域生活に移行する者の数値目標に当たっては、平

成 17 年 10 月 1 日時点の施設入所者数の３割以上が地域生活へ移行するこ

とを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。 

 

入所施設から地域生活への移行者数については、県の示す割合を基に、平

成 26 年度までに平成 17 年 10 月１日時点における施設入所者数の 16％と

します。 

施設入所者数の削減数については、県の示す割合を基に、平成 26 年度ま

でに平成 17 年 10 月１日時点における施設入所者の９％とします。 

 

項 目 数 値 考え方 

平成 17 年 10 月 1 日時点の 

入所者数（Ａ） 
94 人 平成 17 年 10 月 1 日の施設入所者数 

平成 26 年度末の入所者数

（Ｂ） 
86 人 平成 26 年度末時点の利用人員 

【目標値】 

削減見込（Ａ－Ｂ） 

8 人

( 9％)
差引減少見込み数 

【目標値】 

地域生活移行者数 
15 人

施設入所からグループホーム・ケアホーム等

へ移行する者の数 

≪参考値≫ 

項 目 旧体系入所施設 施設入所支援 合 計 

平成 23 年４月１日現在の 

施設入所者数  （Ｃ） 
24 人 67 人 91 人

平成 23 年４月１日現在の 

削減値  （Ａ－Ｃ） 
70 人 -67 人 3 人

平成 18～22 年度までの 

地域生活移行者数 
1 人 2 人 3人
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（２）福祉施設から一般就労への移行  
■国の指針 

数値目標設定の考え方 

福祉施設※の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成 26 年度中

に一般就労に移行する者の数値目標に当たっては、平成 17 年度の一般就労

への移行実績の４倍以上とすることを基本として、これまでの実績及び地

域の実情を踏まえて設定。 
※福祉施設とは、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ

型・Ｂ型）です。 

 

福祉施設から一般就労への移行者数については、平成１７年度の一般就労

への移行実績２人を基に、３倍の６人を見込みました。 

 

項  目 数  値 考え方 

平成 17 年度の年間 

一般就労移行者数 
2 人

平成 17 年において福祉施設を退所し、一般

就労した者の数 

【目標値】平成 26 年度の 

年間一般就労移行者数 
6 人

平成 26 年度において福祉施設を退所し、一

般就労する者の数 

＜参考：年間一般就労移行者数＞ 

年度 
平成 

18 年度 
平成 

19 年度 
平成 

20 年度 
平成 

21 年度 
平成 

22 年度 

年間一般就労移行者数 0 人 3 人 0人 1人 4 人

 

 

 

（３）就労移行支援事業の利用者数  

平成 23 年の利用者数に、愛知県が実施した入所・通所施設の事業所移行

調査から見込んだ数を加え、就労移行支援事業を利用する者の数を見込みま

した。 

 

項  目 数  値 考え方 

平成 26 年度末の 

福祉施設利用者数 
276 人

平成 26 年度末において福祉施設を利用す

る者の数 

【目標値】 

平成 26 年度の就労移行支援

事業の利用者数 

12 人

( 4.3％)

平成 26 年度末において就労移行支援事業

を利用する者の数 
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（４）就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合  

平成 23 年の利用者数に、愛知県が実施した入所・通所施設の事業所移行

調査から見込んだ数から、就労継続支援事業を利用する者の数を見込みまし

た。 

 

項  目 数  値 考え方 

平成 26 年度末の 

就労継続支援（Ａ型）事業 

の利用者数 （Ａ） 

18 人

平成 26 年度末において就労継続支援（Ａ

型）事業を利用する者の数 

 

平成 26 年度末の 

就労継続支援（Ｂ型）事業 

の利用者数 

23 人

平成 26 年度末において就労継続支援（Ｂ

型）事業を利用する者の数 

 

平成 26 年度末の 

就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型） 

事業の利用者数 （Ｂ） 

41 人
平成 26 年度末において就労継続支援（Ａ

型＋Ｂ型）事業を利用する者の数 

【目標値】 

平成 26 年度末の 

就労継続支援（Ａ型）事業 

の利用者の割合 

 （Ａ）／（Ｂ） 

43.9％

平成 26 年度末において就労継続支援事業

を利用する者のうち、就労継続支援（Ａ

型）事業を利用する者の割合 

 

 

（５）整備見込量  

平成 23 年度の利用者数に、事業所の整備意向などから見込量を定めまし

た。 

 

平成 

22 年度 

平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 
種 類 

定員数 

（実績） 

定員数 

（見込） 

共同生活援助 

共同生活介護 
12 人 12 人 12 人 26 人

各年度の３月 31 日現在の定員数 
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第４章 サービス見込量と見込量確保のための方策 
 

 １  サービスの体系 

障害者自立支援法では、基本的なサービスの種類が規定されており、全国

一律で共通に提供される「自立支援給付」と、地域の状況に応じて市町村が

独自に設定できる「地域生活支援事業」に大別されます。 

自立支援給付のうち、障害程度区分によって受けられる給付が決定される

「介護給付」と障害程度区分にかかわらず、サービス内容に適合すれば給付

が受けられる「訓練等給付」をあわせて、「障害福祉サービス」となります。 

また、「地域生活支援事業」のうち、相談支援事業、コミュニケーション支

援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事

業の５事業は必須事業、それ以外の地域生活支援事業は任意事業となってい

ます。 

 

 
自立支援給付 

介護給付（障害福祉サービス） 

・居宅介護（ホームヘルプ） 

・重度訪問介護 

 

 
訓練等給付（障害福祉サービス） 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労移行支援 

・就労継続支援（Ａ・Ｂ型） 

・共同生活援助（グループホーム） 

※障害程度区分にかかわらず、サービス
内容に適合すれば給付が受けられる 

 

 

 ・同行援護 

・行動援護 
・重度障害者等包括支援 

・生活介護 

・療養介護 

・児童発達支援、放課後等デイサー
ビス（児童デイサービス） 

・短期入所 

・施設入所支援 

・共同生活介護（ケアホーム） 

※障害程度区分によって受けられる
給付が決定される 

 

 

 
自立支援医療 

 

 
補装具 

 

 

 

 

 
 

 

・相談支援  

・移動支援 

・コミュニケーション支援 

・日常生活用具 

・地域活動支援 

・その他の事業（訪問入浴サービス など） 

地域生活支援事業 
 

 都道府県実施事業 

●専門性の高い相談支援 

●広域的な対応が必要な事業 

●人材育成 

 

 

 

 

 

 

 15  



 

 ２  障害福祉サービスの見込み量 

第３期障害福祉計画では、平成 24 年度から平成 26 年度までの障害福祉

サービスのサービス見込量を以下のとおりとします。 

見込みの数値は、人口や障害者数の見込み、現在のサービス利用状況、利

用者ニーズ、サービス事業者の提供体制により設定しました。 

 

（１）訪問系サービス  

【サービス内容】 

サービスの種別 主な対象者 実施内容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

障害者（身体・知的・精

神）、障害児 

居宅において、入浴や排せつ、食事など

の介護を行います。 

重度訪問介護 

重度の要介護状態にあ

り、四肢の麻痺のある身

体障害者 

重度の肢体不自由者で、常時介護を必要

とする障害者に対して、入浴・排せつ・

食事、外出時の移動中の介護を総合的に

行います。 

行動援護 

自閉症、てんかんなどの

ある重度の知的障害者・

児、統合失調症などのあ

る重度の精神障害者で常

時介護を要する人 

知的障害または精神障害によって行動上

著しく困難であって、常時介護を必要と

する障害者に対して、行動する際に生じ

る危険を回避するために必要な援護や外

出時の移動中の介護などを行います。 

重度障害者等包

括支援 

ＡＬＳなどの極めて重度

の身体障害者、強度行動

障害のある極めて重度の

知的障害者、極めて重度

の精神障害者 

常時介護を必要とする障害者などに対し

て、介護の必要度が著しく高い場合に、

居宅介護などを包括的に行います。 

同行援護 

（平成23年10月

より） 

視覚障害者 視覚障害者が外出するときに、移動に必

要な情報や、必要な援護を行います。 

 

【見込量の考え方】 

平成 21 年度から 23 年度の利用者の伸びから見込んだ将来の利用者

数に同行援護の創設により想定される利用者数を加味し、１月間の１人

当たりの利用量を乗じて見込量を定めました。 

 

【必要な量の見込み】（１月あたり） 
第２期計画 第３期計画 見込み 

サービス名 単位 平成 
21 年度

平成 
22 年度

平成 
23 年度

平成 
24 年度

平成 
25 年度 

平成 
26 年度

時間分 2,200 2,296 2,392 1,968 2,256 2,592
計
画 人分 79 83 87 82 94 108

時間分 1,521 1,507 1,609

居宅介護（ホー
ムヘルプ） 
重度訪問介護 
行動援護 
重度障害者等包
括支援 
同行援護 

実
績 人分 60 59 67
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（２）日中活動系サービス  

【サービス内容】 

サービスの種別 主な対象者 実施内容 

生活介護 

常時介護を必要とする障害者

で、障害程度区分が区分３以上

の人（施設に入所する場合は、

区分４以上） 

常に介護を必要とする人に、昼

間、入浴、排せつ、食事の介護

などを行うとともに、創作的活

動、生産活動の機会を提供しま

す。 

自立訓練 

（機能訓練） 

地域生活を営む上で、身体機能

の維持・向上のため、支援が必

要な身体障害者 

自立した日常生活または社会生

活ができるよう、一定期間、身

体機能の向上の訓練を行いま

す。 

自立訓練 

（生活訓練） 

地域生活を営む上で、生活能力

の維持・向上のため、支援が必

要な障害者（身体・知的・精

神） 

自立した日常生活または社会生

活ができるよう、一定期間、生

活能力の向上の訓練を行いま

す。 

就労移行支援 

65 歳未満で一般就労などを希望

し、知識・能力の向上、職場開

拓などを通じ、企業などへの雇

用や在宅就労が見込まれる障害

者 

一般企業などへの就労を希望す

る人に、一定期間、就労に必要

な知識や能力の向上のための訓

練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型） 

65 歳未満（利用開始時）で就労

に必要な知識･能力の向上を図る

ことにより、事業所において雇

用契約に基づく就労が可能と見

込まれる障害者で、就労移行支

援により一般企業の雇用に結び

つかなかった人、特別支援学校

を卒業して雇用に結びつかなか

った人、就労経験があり、一般

企業を離職した人 

①事業所内で雇用契約に基づく

就労機会を提供します。②一般

企業などでの就労に必要な知

識・能力が高まった場合は、一

般就労への移行に向けた支援を

目的として、必要な指導などを

行います。 

※労働基準法など関係法規を遵

守する必要があります。 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

就労の機会を通じて、生産活動

にかかる知識・能力の向上や維

持が期待される障害者で、就労

移行支援を利用したが、企業や

就労継続支援（雇用型）の雇用

に結びつかなかった人、一般企

業などでの就労経験はあるが、

年齢や体力の面から就労が困難

となった人、50 歳に達している

人、企業などの雇用や就労移行

支援、就労継続支援（雇用型）

の利用が困難と判断された人 

①就労の機会や生産活動の機会

を提供します。（雇用契約は締結

しない）②一般企業などでの就

労に必要な知識・能力が高まっ

た場合は、一般就労への移行に

向けた支援を目的として、必要

な指導などを行います。 

療養介護 

病院などへの長期の入院による

医療に加え、常時介護を必要と

する障害者で、ＡＬＳ（筋萎縮

性側索硬化症）患者など呼吸管

理を行っている人で、障害程度

区分が区分６の人、筋ジストロ

フィー患者、重症心身障害者

で、障害程度区分が区分５の人 

医療と常時介護を必要とする人

に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護及び日常

生活の支援を行います。 
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サービスの種別 主な対象者 実施内容 

短期入所 

障害者（身体・知的・精神）、障

害児 

自宅で介護する人が病気の場合

などに、短期間、夜間も含め、

施設で入浴、排せつ、食事の介

護などを行います。 

児童発達支援 

就学前の障害児 就学前の障害児が、保護者とと

もに、または児童のみで通い、

日常生活における基本的な動作

の指導、知識技能の付与、集団

生活への適応訓練などの療育事

業を行います。 

放課後等 

デイサービス 

就学している障害児 就学している障害児が、授業終

了後または休業日に通い、生活

能力の向上のために必要な訓練

や社会との交流の促進などの療

育事業を行います。 

 

【見込量の考え方】 

平成 23 年の利用者数に、愛知県が実施した入所・通所施設の事業所

移行調査から見込んだ数を加え、１月間の１人当たりの利用量を乗じて

見込量を定めました。 

児童発達支援、放課後等デイサービスについては平成 23 年度の平均

利用者数に、事業所の整備などから見込んだ数を加え、１月間の１人当

たりの利用量を乗じて見込量を定めました。 

短期入所については、平成 23 年度の平均利用者数に、平成 21 年度

から平成 23 年度までの平均利用増加数及び地域生活への移行などから

見込んだ数を加え、１月間の１人当たりの利用量を乗じて見込量を定め

ました。 

 

【必要な量の見込み】（１月あたり） 
第２期計画 第３期計画 見込み 

サービス名 単位 平成 
21 年度

平成 
22 年度

平成 
23 年度

平成 
24 年度

平成 
25 年度 

平成 
26 年度

人日分 1,012 2,904 3,674 3,841 4,017 4,212計
画人分 46 132 167 197 206 216

人日分 718 883 2,918
生活介護 

実
績人分 40 45 149

 

人日分 22 44 44 66 66 66計
画人分 1 2 2 3 3 3

人日分 0 0 14

自立機能 
（機能訓練） 

実
績人分 0 0 1
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第２期計画 第３期計画 見込み 
サービス名 単位 平成 

21 年度
平成 

22 年度
平成 

23 年度
平成 

24 年度
平成 

25 年度 
平成 

26 年度

人日分 22 22 22 88 88 88計
画 人分 1 1 1 4 4 4

人日分 90 40 40

自立訓練 

（生活訓練） 
実
績 人分 6 3 3

 

人日分 66 242 286 198 220 264計
画 人分 3 11 13 9 10 12

人日分 40 50 118
就労移行支援 

実
績人分 2 3 7

 

人日分 0 0 22 308 352 396
計
画 人分 0 0 1 14 16 18

人日分 35 56 183

就労継続支援 
（Ａ型） 

実
績 人分 2 3 11

 

人日分 198 616 704 396 440 506
計
画 人分 9 28 32 18 20 23

人日分 124 203 247

就 労 継 続 支 援
（Ｂ型） 

実
績 人分 8 11 14

 

人日分 150 180 210 198 216 234
計
画 人分 25 30 35 33 36 39

人日分 108 143 190
短期入所 

実
績 人分 21 25 30

 

計
画人分 0 0 0 0 0 0

療養介護 
実
績人分 0 0 0  

人日分 480 480 704 896 1,120 1,400
計
画 人分 60 60 88 128 160 200

人日分 518 618 721

児童発達支援 

放課後等デイサ
ービス 実

績 人分 66 82 103
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（３）居住系サービス  

【サービス内容】 

サービスの種別 主な対象者 実施内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

障害者（身体・知的・精神）

で、生活介護、自立訓練、就労

移行支援、就労継続支援などの

利用者、介護を必要とせず、就

労している人 

共同生活援助（グループホー

ム）では、夜間や休日、共同生

活を行う住居で、相談・関係機

関との連絡調整や日常生活上の

援助を行います。共同生活介護

（ケアホーム）では、食事、入

浴や排せつなどの介護を併せて

行います。 

施設入所支援 

介護を必要とする障害者（身

体・知的・精神）で、障害程度

区分が区分４以上の人 

夜間や休日、共同生活を行う住

居で、入浴や排せつ、食事の介

護などを行います。 

 

【見込量の考え方】 

平成 23 年度の利用者数に、事業所の整備などから見込んだ数を加え、

見込量を定めました。 

 

【必要な量の見込み】（１月あたり） 
第２期計画 第３期計画 見込み 

サービス名 単位 平成 
21 年度

平成 
22 年度

平成 
23 年度

平成 
24 年度

平成 
25 年度 

平成 
26 年度

計
画 

人分 4 17 25 15 16 27
共同生活援助 

共同生活介護 実
績人分 8 11 14  

計
画人分 28 70 86 90 88 86

施設入所支援 

実
績人分 22 20 70  
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（４）計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援  

【サービス内容】 

サービスの種別 実施内容 

計画相談支援 

障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての障害者に

対し、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行

い、サービス等利用計画案を作成し、また、サービスなどの利用状

況の検証を行い計画の見直しを行います。 

地域移行支援 

障害者支援施設などに入所している障害者または精神科病院に入院

している精神障害者に対して、住居の確保その他の地域生活移行の

ための活動に関する相談などを行います。 

地域定着支援 

施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行

した障害者、地域生活が不安定な障害者に対し、常時の連絡体制を

確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに相談を行い

ます。 

 

【見込量の考え方】 

計画相談支援については、平成 26 年度までに平成 23 年度現在の障

害福祉サービス利用者全員にサービス等利用計画案を作成することとし

定めました。 

地域移行支援、地域定着支援については地域生活への移行などによる

新たな利用を見込み、見込量を定めました。 

 

【必要な量の見込み】（１月あたり） 
第２期計画 第３期計画 見込み 

サービス名 単位 平成 
21 年度

平成 
22 年度

平成 
23 年度

平成 
24 年度

平成 
25 年度 

平成 
26 年度

計
画人分 3 3 3 15 15 15

計画相談支援 

実
績人分 0 0 0  

計
画人分 2 2 2

地域移行支援 

実
績人分  

計
画人分 2 2 2

地域定着支援 

実
績人分  
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 ３  地域生活支援事業の見込量 

第３期障害福祉計画では、平成 24 年度から平成 26 年度までの地域生活

支援事業のサービス見込量を以下のとおりとします。 

見込みの数値は、障害福祉サービス同様、人口や障害者数の見込み、現在

のサービス利用状況、利用者ニーズ、サービス事業者の提供体制により設定

しました。 

 

（１）相談支援  

【サービス内容】 

項 目 実施内容 

障害者相談支援事業 

障害のある人や障害のある人の支援を行う人などから

の相談に応じ、必要な情報の提供などや、権利擁護の

ために必要な援助を行うことにより、障害のある人が

自立した日常生活または社会生活を営むことができる

ようにすることを目的としています。 

地域自立支援協議会 

相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関する

システムづくりのために、中核的な役割を果たす協議

の場として設置します。 

市町村相談支援機能強化事業 

相談支援事業の機能を強化するために、一般的な相談

支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する

専門的職員を配置します。 

住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、

保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害者

に対し、入居に必要な調整などに関わる支援を行いま

す。また、家主などへの相談・助言を通じて障害者の

地域生活を支援します。 

成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利

用することが有用であると認められる障害者で成年後

見制度の利用に要する費用について助成します。 

 

【見込量の考え方】 

障害者相談支援事業は、江南市社会福祉協議会地域福祉サービスセン

ター及び精神障害者地域活動支援センター「希楽里」（犬山市）の２箇所

を継続して設置し、新たに１事業所の設置を見込みました。 

地域自立支援協議会の設置、市町村相談支援機能強化事業及び住宅 

入居等支援事業、成年後見制度利用支援事業は継続して実施としまし

た。 
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【必要な量の見込み】 

第２期計画 第３期計画 見込み 
サービス名 単位 平成 

21 年度
平成 

22 年度
平成 

23 年度
平成 

24 年度
平成 

25 年度 
平成 

26 年度

計
画 

箇所 2 2 2 2 3 3
障害者相談 

支援事業 実
績 

箇所 2 2 2   

計
画 

設置 

状況 
有 有 有 有 有 有

 

相
談
支
援
事
業 

地域自立支 

援協議会 実
績 

設置 

状況 
有 有 有   

計
画 

実施 

状況 
有 有 有 有 有 有

市町村相談支援
機能強化事業 実

績 

実施 

状況 
無 無 無   

計
画 

実施 

状況 
有 有 有 有 有 有

住宅入居等支援
事業 実

績 

実施 

状況 
無 無 無   

計
画 

実施 

状況 
有 有 有  4 4 4

成年後見制度利
用支援事業 実

績 
実施 

状況 
有 有 有   
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（２）コミュニケーション支援  

【サービス内容】 

サービスの種別 実施内容 

コミュニケーション

支援事業 

聴覚障害のため、意思の伝達に支援が必要な人に対して、手話

通訳者、要約筆記者などを派遣する事業です。 

 

【見込量の考え方】 

手話通訳者設置、手話通訳者派遣については、平成 26 年度まで横ば

いと推計しました。 

要約筆記者派遣については、制度の周知を図ることにより、利用者２

人の増加を見込み推計しました。 

 

【必要な量の見込み】（年間） 
第２期計画 第３期計画 見込み 

サービス名 単位 平成 
21 年度

平成 
22 年度

平成 
23 年度

平成 
24 年度

平成 
25 年度 

平成 
26 年度

計
画人 2 2 2 2 2 2

手話通訳設置事業 
実
績人 2 2 2  

計
画人 10 10 10 10 10 10 

手話通訳者派遣

事業 実
績 

人 9 10 10  

計
画人 2 2 2 2 2 2 

要約筆記者派遣

事業 実
績人 0 0 0  
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（３）日常生活用具給付等事業  

【サービス内容】 

サービスの種別 実施内容 

日常生活用具の給付

等事業 

日常生活上の便宜を図るため、重度の障害者に特殊寝台や特殊

マット、入浴補助用具などを給付する事業です。 

 

【見込量の考え方】 

平成 21 年度から平成 23 年度の３年間の平均値を基に、平成 26 年

度まで横ばいと推計しました。 

居宅生活動作補助用具の利用はありませんでしたが、計画値の２件に

て各年度を推計しました。 

 

【必要な量の見込み】（年間） 
第２期計画 第３期計画 見込み 

サービス名 単位 平成 
21 年度

平成 
22 年度

平成 
23 年度

平成 
24 年度

平成 
25 年度 

平成 
26 年度

計
画件 6 6 6 2 2 2 

介護・訓練支援
用具 実

績件 2 2 2  

計
画件 25 25 25 15 15 15 

自立生活支援用具 
実
績 

件 14 17 16  

計
画件 17 17 17 16 16 16 

在宅療養等支援
用具 実

績件 16 17 17  

計
画件 15 15 15 26 26 26 

情報・意思疎通
支援用具 実

績件 27 28 25  

計
画件 709 772 835 815 815 815 

排泄管理支援用具 
実
績件 843 748 856  

計
画件 2 2 2 2 2 2

居宅生活動作補
助用具 実

績件 0 0 0  

計
画件 774 837 900 876 876 876

合計 
実
績 

件 902 812 916  

 

 25  



 

 

（４）移動支援事業  

【サービス内容】 

サービスの種別 実施内容 

移動支援事業 
社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外

出の際の移動を支援する事業です。 

 

【見込量の考え方】 

実利用者数については、平成 2３年度の利用実績を基に推計しました。 

利用延時間については、平成 23 年度の１人当たりの利用時間を基に

推計しました。 

 

【必要な量の見込み】（１月あたり） 
第２期計画 第３期計画 見込み 

サービス名 単位 平成 
21 年度

平成 
22 年度

平成 
23 年度

平成 
24 年度

平成 
25 年度 

平成 
26 年度

実利用

者数 
60 65 70 65 65 65 

計
画 延べ利

用時間 
3,150 3,413 3,675 3,867 3,867 3,867 

実利用

者数 
53 60 66

移動支援 

実
績 延べ利

用時間 
2,838 3,581 3,933
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（５）地域活動支援センター事業  

【サービス内容】 

サービスの種別 実施内容 

地域活動支援セ

ンター事業 

利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供や、地域との交流

などの地域の実情に応じた支援を行います。 

 

【見込量の考え方】 

身体障害者地域活動支援センター及び精神障害者地域活動支援センタ

ー「希楽里」（犬山市）の 3 箇所を継続して設置としました。 

 

【必要な量の見込み】（１月あたり） 

第２期計画 第３期計画 見込み 
サービス名 単位 平成 

21 年度
平成 

22 年度
平成 

23 年度
平成 

24 年度
平成 

25 年度 
平成 

26 年度

計
画 

か所 2 2 2 3 3 3
地域活動支援 
センター 実

績 

か所 2 2 3  

 

 

 

（６）その他の事業  

【サービス内容】 

サービスの種別 実施内容 

日中一時支援事

業 

家族の就労支援や家族の一時的な休息を目的に、障害者などの日中

における活動の場を提供する事業です。 

更生訓練費給付 
身体障害者授産施設などを利用している者に更生訓練費を支給し、社

会復帰の促進を図る事業です。 

職親委託 
知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、事業経営

者に預け、生活指導及び技能取得訓練等を行う事業です。 

自動車運転免許

取得費の助成 

自動車免許取得に要する費用の一部を助成し、障害のある人の就労等

社会活動への参加を促進する事業です。 

身体障害者自動

車改造費の助成 

身体障害のある人が自立した生活、社会活動への参加および就労に伴

い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に改造に要する経費

を助成する事業です。 

訪問入浴サービ

ス事業 

自宅において家族だけでは入浴が困難な重度の身体障害者を対象

に、移動入浴車による訪問入浴を行う事業です。 

 

 27  



 

【見込量の考え方】 

日中一時支援事業については、平成 23 年度の利用増加数を加え、横

ばいと推計しました。 

その他の事業は平成 21 年度から平成 23 年度の３年間の平均値を基

に、平成 26 年度まで横ばいと推計しました。 

 

【必要な量の見込み】（年間） 
第２期計画 第３期計画 見込み 

サービス名 単位 平成 
21 年度

平成 
22 年度

平成 
23 年度

平成 
24 年度

平成 
25 年度 

平成 
26 年度

計
画 

人 45 50 55 82 82 82 
日中一時支援事

業 実
績 

人 39 69 75  

計
画 

人分 8 1 1 8 8 8 

更生訓練費給付 
実
績 

人分 8 4 7  

計
画 

人分 2 2 2 2 2 2

職親委託 
実
績 

人分 1 1 1  

計
画 

件 1 1 1 2 2 2
自動車運転免許

取得費の助成 実
績 

件 3 2 1  

計
画 

件 6 6 6 5 5 5
身体障害者自動

車改造費の助成 実
績 

件 4 3 5  

計
画 

回 110 110 110 91 91 91 
訪問入浴サービ

ス事業 実
績 

回 108 88 76  
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 ４  障害福祉サービス等の提供体制と確保策 

（１）障害福祉サービス  

 見込量確保のための方策 

訪問系サービス 

〇サービス提供事業者に対し、サービスを必要とする
障害者へのサービス拡充に向け働きかけ、ニーズに
応じた適切なサービスを提供できるよう努めます。 

○サービス提供事業者へ専門的人材の確保やその質的
向上を図るよう働きかけていきます。 

○同行援護の従事者資格要件を満たすガイドヘルパー
などについて、質の高いサービスの提供が確保され
るよう、事業者と連携し人材確保に努めます。 

日中活動系サービス 

○事業者が常時介護を要する人のサービス利用に対応
できる支援体制が整えられるよう、人材の確保につ
いて支援を行います。 

○一般企業等への就労が困難な人に対し、継続的な就
労訓練を確保する観点から、企業などに対し授産事
業への発注の働きかけを行い、安定した施設運営へ
の支援に努めます。 

○障害のある人の企業などへの就労機会の拡大のた
め、犬山公共職業安定所との連携を強化して、雇用
に対する理解と協力の啓発を図るとともに、障害の
ある人への雇用に関する情報の提供に努めます。 

○介護者の疾病や冠婚葬祭など、一時的に家庭での障
害者介護が困難となった家庭などを支援するため、
短期入所（ショートステイ）事業の受け入れ体制の
充実に向けて、社会福祉法人、医療法人などの民間
事業者へ働きかけていきます。 

○発達障害のある児童の利用増加が見込まれることか
ら、既存事業所以外の場での実施の可能性を含め、
サービスの確保に努めます。 

居住系サービス 

〇地域生活への移行を進めるため、障害の程度や社会
適応能力などにより、生活形態を選択できるよう共
同生活援助（グループホーム）、共同生活介護（ケ
アホーム）を実施するサービス事業所の参入を働き
かけ、施設整備の支援に努めるとともに障害に対す
る地域住民の理解を促します。 

○入所を必要とする障害のある人に適切に対応できる
施設利用を推進します。 

計画相談支援・地域移行支

援・地域定着支援 

〇平成 26 年度までの 3 年間で、障害福祉サービス利
用者すべてにサービス利用計画作成が必要となるの
で、県が指定する相談支援事業所とともに、計画相
談の実施体制などを協議し、サービスの確保に努め
ます。 

〇適切なサービス利用計画の作成を円滑に行うため
に、専門的な相談体制の確保を働きかけるととも
に、情報の提供などの支援に努めます。 
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（２）地域生活支援事業  
 

 見込量確保のための方策 

相談支援 

〇障害のある人や家族などからの相談に応じて、必要
な情報や助言を提供するため、身近な相談支援の場
の確保に努めます。 

〇相談支援体制の充実に向けて、相談支援窓口のネッ
トワーク化を図るとともに、情報の共有化に努めま
す。 

〇相談支援事業を効果的に実施するために、地域自立
支援協議会を活用し、地域の関係機関の連携強化に
努めます。 

〇障害のある人に対する虐待や差別の防止に向けて、
サービス提供事業者や相談支援事業者など関係機関
と連携を図るとともに、成年後見制度の活用を含め
人権擁護に努めます。 

コミュニケーション支援 

〇障害者団体との連携により、地域における手話通訳
者や要約筆記者の把握に努め、サービスの提供体制
を整えます。 

〇障害のある人に対し、事業の普及啓発を図り、サー
ビスの利用を促進します。 

日常生活用具給付等事業 

〇障害のある人が安定した日常生活を送るため、事業
の周知を図るとともに、障害の特性に合わせた適切
な日常生活用具の給付に努めます。 

〇ＩＴ化に対応した利便性の高い電子機器などの利用
を容易にするため、講習会などの開催に努めます。 

移動支援事業 

〇障害のある人の利用ニーズを把握し、適切なサービ
スを利用できるよう努めるとともに、介護給付の
「行動援護」実施事業者の拡大を推進するととも
に、個別給付への移行を促進します 

〇障害のある人の社会参加を促すため、移動ボランテ
ィア、送迎ボランティアなどの障害のある人の外出
を支えるボランティアの育成の支援に努めます。 

地域活動支援センター事業 
〇障害の特性に合わせた活動の場の活動内容の充実へ

働きかけていきます。 

その他の事業 

〇各種助成制度の周知に努め、事業の利用促進を図
り、障害のある人やその家族の支援に努めます。 

〇日中一時支援事業については、必要なサービス量を
サービス提供事業所と連携し確保に努めます。 

〇職親委託については、登録事業所を増やしていくた
めに事業の周知を図るとともに、障害のある人への
情報提供に努めます。 
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第５章 計画の推進体制 
 

 １  推進体制 

（１）内部推進体制の整備  
福祉・保健・医療・教育・雇用・まちづくりなど、幅広い分野にわたる障

害者施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の関係部署との連携を一

層強化し、計画の推進を図ります。 

また、市職員に対して研修を実施し、障害者福祉に関する知識と意識を高

め、障害者施策を実施する職員としての資質を向上します。 

 

 

 

（２）関係機関・団体との連携  
本計画を推進していくにあたり、関係機関・団体、障害者等と連携を図り

ながら、総合的に取り組みます。 

その中で、地域における障害者を支えるネットワークの核となる「自立支

援協議会」による中立・公平な相談支援事業の実施や、地域の関係機関の連

携強化、社会資源の開発・改善、本計画の推進に必要な事項の検討・着実な

進行管理に努めます。 

 

 

（３）障害保健福祉圏域における連携  
必要な障害福祉サービス量の確保やより効果的な事業展開のため、春日井

市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町及び扶桑町からなる尾張北部

障害福祉圏域において連携を図り、サービス供給及び支援体制の充実を図り

ます。 

 

 

（４）計画の普及・啓発  

本計画に定められた内容について、広報こうなん、ホームページの利用に

よる周知を図ります。また、サービスの利用促進を図るとともに障害者に対

する地域住民の理解と協力を得られるよう普及啓発を図ります。 
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 ２  進行管理 

本計画の施策やサービスの実効性を高めるため、計画の評価・見直しを行

う機関として「自立支援協議会」を位置づけるとともに、国の基本指針に即

して、計画期間の各年度におけるサービス見込み量のほか、平成 26 年度末

の目標値の達成状況を点検及び評価し、計画の見直しを実施します。 

また、障害のある人のニーズや社会経済状況等の変化等を踏まえて、必要

に応じ、計画を見直すこととします。 
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第１章　計画策定にあたって




　１　 計画策定の背景と趣旨

今日の進められている障害者制度改革は、障害者が自ら選択する地域における生活の実現と平等な社会参加、参画を柱に据えた包括的な社会の構築をめざしています。


本市においても、平成20年度に障害者自立支援法に基づく「第２期江南市障害福祉計画」を策定し、障害福祉サービスの一層の充実に取り組んできました。


しかし近年、社会情勢のめまぐるしい変化や保健・医療技術の進歩等を背景に、障害者施策を取り巻く状況は大きな変化をみせています。


平成２５年８月までに障害者自立支援法に代わり、新たな法律として、「障害者総合福祉法」（仮称）の制定などが予定されています。また、平成22年12月には、「障害者総合福祉法」（仮称）制定までのつなぎ法案として障害者自立支援法が改正され、応能負担への変更や発達障害も障害者自立支援法の対象となることが明確化されるなどの改正が行われました。


こうした社会的な変化を踏まえ、「第２期江南市障害福祉計画」の見直しを行い、「第３期江南市障害福祉計画」を策定するものです。

　２　 計画の位置づけ

この計画は、障害者自立支援法第88条に規定する「市町村障害福祉計画」の第３期計画として策定するものです。


また、「障害福祉計画」は、平成19年3月に策定された「江南市障害者計画」における「生活支援」を中心とした施策の具体的数値目標を定めた計画として位置づけられます。


		

		障 害 福 祉 計 画

		（参考）障害者計画



		根拠法令

		障害者自立支援法
（平成18年4月1日施行）

		障害者基本法
（平成１９年４月１日一部改正法施行）





		性　　格

		・各年度における障害福祉サービスごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定める計画（障害者自立支援法第88条）

		・国の障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（障害者基本法第９条）の長期的な見通しにたって効果的な障害福祉施策の展開を図る計画





		位置づけ

		・障害者計画の「生活支援」
を中心とした施策の具体的な数値目標

		・国の「障害者基本計画」及び愛知県の「あいち健康福祉ビジョン」を基本とした江南市戦略計画の部門計画







　３　 第３期障害福祉計画策定における国の動向及び留意点

障害者自立支援法の施行及び平成22年12月に成立した「障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」による障害者自立支援法の改正等を踏まえ、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る平成26年度末の数値目標を設定するとともに、平成24年度から平成26年度までの第３期障害福祉計画を作成するものです。


【主な改正内容】


①　改正障害者基本法を踏まえた規定の整備


平成23年７月に成立した障害者基本法の一部を改正する法律（平成23年法律第90号）による障害者基本法（昭和45年法律第84号）の目的規定の改正内容について、障害福祉計画の基本的理念の中に盛り込みます。 


②　整備法による障害者自立支援法の改正を踏まえた規定の整備


○同行援護の創設


平成23年10月1日より地域生活支援事業の移動支援事業によるサービスのうち、視覚障害者に関する移動支援を個別給付化し、同行援護が創設されました。


○相談支援体制の充実・強化


サービス利用計画対象者が大幅に拡大され、障害福祉サービスを利用する全障害者について、平成24年から平成26年の3年間にサービス等利用計画を作成することとされました。サービス等利用計画を作成する特定相談支援事業が新たに制度化され、市町村により指定されます。


また、地域相談支援が創設され、地域移行、地域定着に対する支援が個別給付化されました。


さらに、相談支援体制の充実・強化を図るため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターや自立支援協議会の具体的な機能や在り方を明確化しています。


○障害児支援の強化


これまで、児童福祉法、障害者自立支援法それぞれに規定されていた障害児施設が児童福祉法に統合され、障害児の通所、入所施設が再編されました。通所施設は障害児通所支援となり、入所施設は障害児入所支援となります。また、それぞれ、福祉型・医療型に区分されます。


通所施設については、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援という4つの事業が児童福祉法による給付事業となります。

○障害福祉計画の作成のための体制の整備


市町村及び都道府県が障害福祉計画を作成するにあたり、地域自立支援協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされたことを踏まえ、同協議会を活用することを明記します。


③　地域主権改革を踏まえた規定の整備


地域主権改革において、平成24年４月１日以降は、市町村障害福祉計画を策定又は変更する場合に、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる義務が努力義務となりました。できる限り地域住民の意見を反映させることが望ましい旨を明確化するとともに、これまで障害福祉計画に定める事項だったものを今般改正により定めるよう努めなければならない事項になったもの等についても明確化します。


④　障害者虐待防止法の成立を踏まえた規定の整備 


平成23年６月に成立した障害者虐待防止法（平成23年法律第79号）を踏まえ、都道府県障害者権利擁護センター、市町村障害者虐待防止センターを中心として虐待防止に向けたシステムの整備に取り組むこと等の規定を盛り込みます。


　４　 計画の期間


障害福祉計画の期間は、第３期として、平成24年度（2012年度）から障害福祉計画は3年ごとに策定することとされています。本計画は、平成24年度から平成26年度までの3年間を期間とします。
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　５　 計画の策定体制


本計画の策定にあたっては、障害のある人やその家族などの当事者、障害者団体などの意見を踏まえ、計画に反映するように努めました。


さらには、計画素案をホームページ上で公開して意見募集を行うパブリック・コメントの手法を採用し、市民の声を計画に反映させました。




第２章　障害者を取り巻く現状




　１　 人口構造の推移

本市の人口は、平成21年をピークに減少傾向で推移しており、平成23年では101,714人となっています。一方で、高齢者（65歳以上）の人口は、増加を続けており、平成23年には22,417人、全人口に占める割合は22.0%となっています。


図表　総人口及び年齢３区分人口の推移


単位：人


		区分

		平成18年

		平成19年

		平成20年

		平成21年

		平成22年

		平成23年



		総人口

		100,956

		101,368

		101,774

		102,128

		101,857

		101,714



		０～14歳

		15,259

		15,228

		15,253

		15,214

		15,016

		14,850



		

		(15.1%)

		(15.0%)

		(15.0%)

		(14.9%)

		(14.7%)

		(14.6%)



		15～64歳

		67,353

		66,817

		66,303

		65,804

		64,855

		64,447



		

		(66.7%)

		(65.9%)

		(65.1%)

		(64.4%)

		(63.7%)

		(63.4%)



		65歳以上

		18,344

		19,323

		20,218

		21,110

		21,986

		22,417



		

		(18.2%)

		(19.1%)

		(19.9%)

		(20.7%)

		(21.6%)

		(22.0%)





資料：住民基本台帳（各年4月1日現在）




　２　 障害者（児）の状況

（１）身体障害者（児）の状況


身体障害者（児）は、平成18年の3,111人から年々増加しており、平成23年には3,401人となっています。その多数が健常者から後天的に障害者になった方です。


障害の種類別では肢体不自由が多く、全体の約６割を占めています。


障害等級別でみると、１、４級の重度障害者（児）は増加が大きくなっています。


図表　障害種類別・等級別身体障害者（児）手帳所持者の状況


単位：人


		区分

		総数

		視覚障害

		聴覚平衡


機能障害

		音声言語そしゃく機能障害

		肢体不自由

		内部障害



		１　級

		820

		64

		9

		4

		303

		440



		２　級

		612

		70

		70

		7

		447

		18



		３　級

		865

		18

		44

		22

		525

		256



		４　級

		716

		16

		30

		18

		428

		224



		５　級

		222

		18

		0

		　　　-

		204

		   -



		６　級

		166

		16

		80

		        -

		70

		-



		計

		3,401

		202

		233

		51

		1,977

		938





資料：福祉課（平成23年3月末現在）


図表　身体障害の種類別・身体障害者（児）手帳所持者数の推移


単位：人


		区分

		平成


18年

		平成


19年

		平成


20年

		平成


21年

		平成


22年

		平成
23年



		視覚障害

		179

		185

		201

		203

		209

		202



		聴覚平衡機能障害

		204

		211

		215

		222

		235

		233



		音声言語そしゃく機能障害

		25

		28

		41

		46

		48

		51



		肢体不自由

		1,835

		1,870

		1,890

		1,884

		1,956

		1,977



		内部障害

		868

		883

		883

		911

		920

		938



		計

		3,111

		3,177

		3,230

		3,266

		3,368

		3,401





資料：福祉課（各年3月末現在）


図表　障害の等級別手帳所持者数の推移


単位：人


		区分

		平成18年

		平成19年

		平成20年

		平成21年

		平成22年

		平成23年



		１　級

		716

		751

		764

		777

		800

		      820



		２　級

		585

		593

		618

		599

		618

		      612     



		３　級

		844

		848

		859

		863

		871

		      865      



		４　級

		629

		640

		643

		668

		698

		      716     



		５　級

		200

		204

		202

		217

		219

		      222     



		６　級

		137

		141

		144

		142

		162

		      166     



		計

		3,111

		3,177

		3,230

		3,266

		3,368

		     3,401      





資料：福祉課（各年3月末現在）


（２）知的障害者（児）の状況


知的障害者（児）数は、平成18年の486人から増加傾向で推移しており、平成23年には563人となっています。


平成23年３月31日現在の判定別構成では、Ａ判定の重度障害者（児）が34.3%、Ｂ判定の中度障害者（児）が35.3%と７割以上を占めています。


図表　知的障害程度別・療育手帳所持者数の状況


単位：人


		区分

		総数

		0～17歳

		18歳以上



		Ａ（重度）

		193

		54

		139



		Ｂ（中度）

		199

		50

		149



		Ｃ（軽度）

		171

		78

		93



		計

		563

		182

		381





資料：福祉課（平成23年3月末現在）


図表　知的障害の程度別・療育手帳所持者数の推移


単位：人


		区分

		平成


18年

		平成


19年

		平成


20年

		平成


21年

		平成


22年

		平成


23年



		Ａ（重度）

		203

		207

		198

		179

		184

		193



		Ｂ（中度）

		177

		176

		176

		180

		181

		199



		Ｃ（軽度）

		106

		120

		128

		139

		158

		171



		計

		486

		503

		502

		498

		523

		563





資料：福祉課（各年3月末現在）


（３）精神障害者（児）の状況


精神障害者（児）数は、平成18年の301人から年々増加し、平成23年には475人となっています。


平成23年３月31日現在の等級別構成では、２級の中度障害者（児）が７割を占めています。


図表　精神障害の等級別・精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移


単位：人

		区分

		平成18年

		平成19年

		平成20年

		平成21年

		平成22年

		平成23年



		１　級

		34

		32

		33

		39

		40

		46



		２　級

		208

		231

		241

		263

		296

		332



		３　級

		59

		77

		80

		85

		98

		       97



		計

		301

		340

		354

		387

		434

		475





資料：福祉課（各年3月末現在）


　３　 将来の障害者数の見込

本市の人口の推移と人口に占める障害者手帳所持者の割合から将来の障者数を見込みました。


障害者手帳所持者の割合は年々増加しており、今後もその割合は増加していくものとして障害者手帳所持者の出現率を見込み、江南市戦略計画に基づいた人口推計に基づき算出しました。


人口が横ばいで推移する一方で、障害者手帳所持者の割合は増加していくことが見込まれ、障害者数は増加することが予測されます。


図表　総人口及び各種障害者手帳所持者数の推計


単位：人


		区分

		平成24年

		平成25年

		平成26年

		平成27年

		平成28年

		平成29年



		総人口

		102,600

		102,700

		102,900

		103,000

		103,000

		103,000



		身体障害者手帳所持者数

		3,488

		3,543

		3,612

		3,667

		3,729

		3,780



		療育手帳所持者数

		575

		585

		597

		608

		618

		628



		精神障害者保健福祉手帳所持者数

		503

		544

		576

		618

		649

		680







第３章　計画の基本的な考え方


　


　１　 基本理念

本市では、国の障害者基本計画で示された誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の考え方に基づき、『すべての人の「社会参加と自立」の実現』を基本理念として掲げ、地域でともに暮らし、みんなで支え合いながら、誰もが自分らしい暮らしを実現できる街（まち）となるよう、障害への理解と支え合いの市民意識を形成し、支援体制や生活環境の充実を目指してきました。


第３期障害福祉計画においても、この理念を踏襲するものであり、引き続き、障害者の自立と社会参加を支えるため支援体制や生活環境の充実を目指します。


　２　 基本方針　　


（１）相談支援体制の強化


近年、障害のある方に関わる法律や制度の改正などが行われており、ニーズを把握しながら、適切なサービスを提供する必要があります。多様化する障害のある方のニーズに対応できるよう、地域自立支援協議会や関係機関との連携を密にし、相談体制の強化を図ります。


（２）施設入所から地域移行


今までの入所施設や病院等における生活から、障害のある人個々の状態やニーズにあった支援を充実させ、障害のある人やその家族の希望に基づき、自己決定と自己選択ができる地域生活への移行を促進します。そのため、住宅への入居支援や住宅の改修支援をはじめ、共同生活介護（ケアホーム）等の設置など、生活の基盤整備を図ります。


（３）地域生活支援の充実


障害のある人が地域社会の中で、自分の能力を最大限に発揮し、積極的な社会参加を進めていくため、外出・コミュニケーション等のサービスの充実を図り、適切な支援等を進めます。


また、地域生活における支援者等を確保するため、ボランティア活動や地域コミュニティづくりを推進し、地域住民と様々な福祉関係機関で構成される支援ネットワークを構築していきます。


（４）雇用・就労の促進


障害のある人が安定した質の高い生活が送れるよう、一般企業、ハローワーク、ＮＰＯ、就労支援事業者等関係機関との連携を図りながら、一般雇用はもとより、福祉的就労も含め、障害のある人一人ひとりの働く意欲を尊重し、就労のための訓練や就労の機会の確保に努めます。


（５）障害のある人の自立支援


障害のある人やその家族が安心して地域での生活を送れるよう、また、障害のある人が自立した生活を送れるように相談支援や成年後見制度などの利用支援を周知するとともに、事業等の周知を図りながら、地域での生活を支えるホームヘルプサービスや短期入所の充実、日中の活動の場の利用促進を図ります。


　３　 平成２６年度の数値目標

（１）施設入所者の地域生活への移行　


■国の指針


		数値目標設定の考え方



		平成26年度末における地域生活に移行する者の数値目標に当たっては、平成17年10月1日時点の施設入所者数の３割以上が地域生活へ移行することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。





入所施設から地域生活への移行者数については、県の示す割合を基に、平成26年度までに平成17年10月１日時点における施設入所者数の16％とします。


施設入所者数の削減数については、県の示す割合を基に、平成26年度までに平成17年10月１日時点における施設入所者の９％とします。


		項　目

		数　値

		考え方



		平成17年10月1日時点の


入所者数（Ａ）

		94人

		平成17年10月1日の施設入所者数



		平成26年度末の入所者数（Ｂ）

		86人

		平成26年度末時点の利用人員



		【目標値】


削減見込（Ａ－Ｂ）

		8人


(　9％)

		差引減少見込み数



		【目標値】


地域生活移行者数

		15人

		施設入所からグループホーム・ケアホーム等へ移行する者の数





≪参考値≫


		項　目

		旧体系入所施設

		施設入所支援

		合　計



		平成23年４月１日現在の


施設入所者数　　（Ｃ）

		24人

		67人

		91人



		平成23年４月１日現在の


削減値　　（Ａ－Ｃ）

		70人

		-67人

		3人



		平成18～22年度までの


地域生活移行者数

		1人

		2人

		3人





（２）福祉施設から一般就労への移行　


■国の指針


		数値目標設定の考え方



		福祉施設※の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成26年度中に一般就労に移行する者の数値目標に当たっては、平成17年度の一般就労への移行実績の４倍以上とすることを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。





※福祉施設とは、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）です。

福祉施設から一般就労への移行者数については、平成１７年度の一般就労への移行実績２人を基に、３倍の６人を見込みました。


		項　　目

		数　　値

		考え方



		平成17年度の年間
一般就労移行者数

		2人

		平成17年において福祉施設を退所し、一般就労した者の数



		【目標値】平成26年度の
年間一般就労移行者数

		6人

		平成26年度において福祉施設を退所し、一般就労する者の数





＜参考：年間一般就労移行者数＞


		年度

		平成
18年度

		平成
19年度

		平成
20年度

		平成
21年度

		平成
22年度



		年間一般就労移行者数

		0人

		3人

		0人

		1人

		4人





（３）就労移行支援事業の利用者数　


平成23年の利用者数に、愛知県が実施した入所・通所施設の事業所移行調査から見込んだ数を加え、就労移行支援事業を利用する者の数を見込みました。


		項　　目

		数　　値

		考え方



		平成26年度末の


福祉施設利用者数

		276人

		平成26年度末において福祉施設を利用する者の数



		【目標値】


平成26年度の就労移行支援事業の利用者数

		12人


(　4.3％)

		平成26年度末において就労移行支援事業を利用する者の数





（４）就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合　


平成23年の利用者数に、愛知県が実施した入所・通所施設の事業所移行調査から見込んだ数から、就労継続支援事業を利用する者の数を見込みました。


		項　　目

		数　　値

		考え方



		平成26年度末の


就労継続支援（Ａ型）事業


の利用者数　（Ａ）

		18人

		平成26年度末において就労継続支援（Ａ型）事業を利用する者の数






		平成26年度末の


就労継続支援（Ｂ型）事業


の利用者数

		23人

		平成26年度末において就労継続支援（Ｂ型）事業を利用する者の数






		平成26年度末の


就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型）


事業の利用者数　（Ｂ）

		41人

		平成26年度末において就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型）事業を利用する者の数



		【目標値】


平成26年度末の


就労継続支援（Ａ型）事業


の利用者の割合
　（Ａ）／（Ｂ）

		43.9％

		平成26年度末において就労継続支援事業を利用する者のうち、就労継続支援（Ａ型）事業を利用する者の割合





（５）整備見込量　


平成23年度の利用者数に、事業所の整備意向などから見込量を定めました。


		種　類

		平成
22年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		

		定員数


（実績）

		定員数


（見込）



		共同生活援助


共同生活介護

		12人

		12人

		12人

		26人





各年度の３月31日現在の定員数




第４章　サービス見込量と見込量確保のための方策

　１　 サービスの体系

障害者自立支援法では、基本的なサービスの種類が規定されており、全国一律で共通に提供される「自立支援給付」と、地域の状況に応じて市町村が独自に設定できる「地域生活支援事業」に大別されます。


自立支援給付のうち、障害程度区分によって受けられる給付が決定される「介護給付」と障害程度区分にかかわらず、サービス内容に適合すれば給付が受けられる「訓練等給付」をあわせて、「障害福祉サービス」となります。


また、「地域生活支援事業」のうち、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業の５事業は必須事業、それ以外の地域生活支援事業は任意事業となっています。




　２　 障害福祉サービスの見込み量

第３期障害福祉計画では、平成24年度から平成26年度までの障害福祉サービスのサービス見込量を以下のとおりとします。


見込みの数値は、人口や障害者数の見込み、現在のサービス利用状況、利用者ニーズ、サービス事業者の提供体制により設定しました。


（１）訪問系サービス　


【サービス内容】


		サービスの種別

		主な対象者

		実施内容



		居宅介護
（ホームヘルプ）

		障害者（身体・知的・精神）、障害児

		居宅において、入浴や排せつ、食事などの介護を行います。



		重度訪問介護

		重度の要介護状態にあり、四肢の麻痺のある身体障害者

		重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者に対して、入浴・排せつ・食事、外出時の移動中の介護を総合的に行います。



		行動援護

		自閉症、てんかんなどのある重度の知的障害者・児、統合失調症などのある重度の精神障害者で常時介護を要する人

		知的障害または精神障害によって行動上著しく困難であって、常時介護を必要とする障害者に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外出時の移動中の介護などを行います。



		重度障害者等包括支援

		ＡＬＳなどの極めて重度の身体障害者、強度行動障害のある極めて重度の知的障害者、極めて重度の精神障害者

		常時介護を必要とする障害者などに対して、介護の必要度が著しく高い場合に、居宅介護などを包括的に行います。



		同行援護
（平成23年10月より）

		視覚障害者

		視覚障害者が外出するときに、移動に必要な情報や、必要な援護を行います。





【見込量の考え方】


平成21年度から23年度の利用者の伸びから見込んだ将来の利用者数に同行援護の創設により想定される利用者数を加味し、１月間の１人当たりの利用量を乗じて見込量を定めました。


【必要な量の見込み】（１月あたり）


		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		居宅介護（ホームヘルプ）


重度訪問介護


行動援護


重度障害者等包括支援


同行援護

		計画

		時間分

		2,200

		2,296

		2,392

		1,968

		2,256

		2,592



		

		

		人分

		79

		83

		87

		82

		94

		108



		

		実績

		時間分

		1,521

		1,507

		1,609

		

		

		



		

		

		人分

		60

		59

		67

		

		

		





（２）日中活動系サービス　


【サービス内容】


		サービスの種別

		主な対象者

		実施内容



		生活介護

		常時介護を必要とする障害者で、障害程度区分が区分３以上の人（施設に入所する場合は、区分４以上）

		常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動、生産活動の機会を提供します。



		自立訓練
（機能訓練）

		地域生活を営む上で、身体機能の維持・向上のため、支援が必要な身体障害者

		自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上の訓練を行います。



		自立訓練
（生活訓練）

		地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、支援が必要な障害者（身体・知的・精神）

		自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上の訓練を行います。



		就労移行支援

		65歳未満で一般就労などを希望し、知識・能力の向上、職場開拓などを通じ、企業などへの雇用や在宅就労が見込まれる障害者

		一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。



		就労継続支援
（Ａ型）

		65歳未満（利用開始時）で就労に必要な知識･能力の向上を図ることにより、事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害者で、就労移行支援により一般企業の雇用に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して雇用に結びつかなかった人、就労経験があり、一般企業を離職した人

		①事業所内で雇用契約に基づく就労機会を提供します。②一般企業などでの就労に必要な知識・能力が高まった場合は、一般就労への移行に向けた支援を目的として、必要な指導などを行います。


※労働基準法など関係法規を遵守する必要があります。



		就労継続支援
（Ｂ型）

		就労の機会を通じて、生産活動にかかる知識・能力の向上や維持が期待される障害者で、就労移行支援を利用したが、企業や就労継続支援（雇用型）の雇用に結びつかなかった人、一般企業などでの就労経験はあるが、年齢や体力の面から就労が困難となった人、50歳に達している人、企業などの雇用や就労移行支援、就労継続支援（雇用型）の利用が困難と判断された人

		①就労の機会や生産活動の機会を提供します。（雇用契約は締結しない）②一般企業などでの就労に必要な知識・能力が高まった場合は、一般就労への移行に向けた支援を目的として、必要な指導などを行います。



		療養介護

		病院などへの長期の入院による医療に加え、常時介護を必要とする障害者で、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者など呼吸管理を行っている人で、障害程度区分が区分６の人、筋ジストロフィー患者、重症心身障害者で、障害程度区分が区分５の人

		医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。



		短期入所

		障害者（身体・知的・精神）、障害児

		自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。



		児童発達支援

		就学前の障害児

		就学前の障害児が、保護者とともに、または児童のみで通い、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの療育事業を行います。



		放課後等
デイサービス

		就学している障害児

		就学している障害児が、授業終了後または休業日に通い、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの療育事業を行います。





【見込量の考え方】


平成23年の利用者数に、愛知県が実施した入所・通所施設の事業所移行調査から見込んだ数を加え、１月間の１人当たりの利用量を乗じて見込量を定めました。


児童発達支援、放課後等デイサービスについては平成23年度の平均利用者数に、事業所の整備などから見込んだ数を加え、１月間の１人当たりの利用量を乗じて見込量を定めました。


短期入所については、平成23年度の平均利用者数に、平成21年度から平成23年度までの平均利用増加数及び地域生活への移行などから見込んだ数を加え、１月間の１人当たりの利用量を乗じて見込量を定めました。


【必要な量の見込み】（１月あたり）


		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		生活介護

		計画

		人日分

		1,012

		2,904

		3,674

		3,841

		4,017

		4,212



		

		

		人分

		46

		132

		167

		197

		206

		216



		

		実績

		人日分

		718

		883

		2,918

		

		

		



		

		

		人分

		40

		45

		149

		

		

		



		自立機能


（機能訓練）

		計画

		人日分

		22

		44

		44

		66

		66

		66



		

		

		人分

		1

		2

		2

		3

		3

		3



		

		実績

		人日分

		0

		0

		14

		

		

		



		

		

		人分

		0

		0

		1

		

		

		





		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		自立訓練


（生活訓練）

		計画

		人日分

		22

		22

		22

		88

		88

		88



		

		

		人分

		1

		1

		1

		4

		4

		4



		

		実績

		人日分

		90

		40

		40

		

		

		



		

		

		人分

		6

		3

		3

		

		

		



		就労移行支援

		計画

		人日分

		66

		242

		286

		198

		220

		264



		

		

		人分

		3

		11

		13

		9

		10

		12



		

		実績

		人日分

		40

		50

		118

		

		

		



		

		

		人分

		2

		3

		7

		

		

		



		就労継続支援
（Ａ型）

		計画

		人日分

		0

		0

		22

		308

		352

		396



		

		

		人分

		0

		0

		1

		14

		16

		18



		

		実績

		人日分

		35

		56

		183

		

		

		



		

		

		人分

		2

		3

		11

		

		

		



		就労継続支援（Ｂ型）

		計画

		人日分

		198

		616

		704

		396

		440

		506



		

		

		人分

		9

		28

		32

		18

		20

		23



		

		実績

		人日分

		124

		203

		247

		

		

		



		

		

		人分

		8

		11

		14

		

		

		



		短期入所

		計画

		人日分

		150

		180

		210

		198

		216

		234



		

		

		人分

		25

		30

		35

		33

		36

		39



		

		実績

		人日分

		108

		143

		190

		

		

		



		

		

		人分

		21

		25

		30

		

		

		



		療養介護

		計画

		人分

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		実績

		人分

		0

		0

		0

		

		

		



		児童発達支援


放課後等デイサービス

		計画

		人日分

		480

		480

		704

		896

		1,120

		1,400



		

		

		人分

		60

		60

		88

		128

		160

		200



		

		実績

		人日分

		518

		618

		721

		

		

		



		

		

		人分

		66

		82

		103

		

		

		





（３）居住系サービス　


【サービス内容】


		サービスの種別

		主な対象者

		実施内容



		共同生活援助
（グループホーム）
共同生活介護
（ケアホーム）

		障害者（身体・知的・精神）で、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの利用者、介護を必要とせず、就労している人

		共同生活援助（グループホーム）では、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談・関係機関との連絡調整や日常生活上の援助を行います。共同生活介護（ケアホーム）では、食事、入浴や排せつなどの介護を併せて行います。



		施設入所支援

		介護を必要とする障害者（身体・知的・精神）で、障害程度区分が区分４以上の人

		夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。





【見込量の考え方】


平成23年度の利用者数に、事業所の整備などから見込んだ数を加え、見込量を定めました。


【必要な量の見込み】（１月あたり）


		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		共同生活援助

共同生活介護

		計画

		人分

		4

		17

		25

		15

		16

		27



		

		実績

		人分

		8

		11

		14

		

		

		



		施設入所支援

		計画

		人分

		28

		70

		86

		90

		88

		86



		

		実績

		人分

		22

		20

		70

		

		

		





（４）計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援　


【サービス内容】


		サービスの種別

		実施内容



		計画相談支援

		障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての障害者に対し、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行い、サービス等利用計画案を作成し、また、サービスなどの利用状況の検証を行い計画の見直しを行います。



		地域移行支援

		障害者支援施設などに入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に対して、住居の確保その他の地域生活移行のための活動に関する相談などを行います。



		地域定着支援

		施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した障害者、地域生活が不安定な障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに相談を行います。





【見込量の考え方】


計画相談支援については、平成26年度までに平成23年度現在の障害福祉サービス利用者全員にサービス等利用計画案を作成することとし定めました。


地域移行支援、地域定着支援については地域生活への移行などによる新たな利用を見込み、見込量を定めました。


【必要な量の見込み】（１月あたり）


		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		計画相談支援

		計画

		人分

		3

		3

		3

		15

		15

		15



		

		実績

		人分

		0

		0

		0

		

		

		



		地域移行支援

		計画

		人分

		

		

		

		2

		2

		2



		

		実績

		人分

		

		

		

		

		

		



		地域定着支援

		計画

		人分

		

		

		

		2

		2

		2



		

		実績

		人分

		

		

		

		

		

		





　３　 地域生活支援事業の見込量

第３期障害福祉計画では、平成24年度から平成26年度までの地域生活支援事業のサービス見込量を以下のとおりとします。


見込みの数値は、障害福祉サービス同様、人口や障害者数の見込み、現在のサービス利用状況、利用者ニーズ、サービス事業者の提供体制により設定しました。


（１）相談支援　


【サービス内容】


		項　目

		実施内容



		障害者相談支援事業

		障害のある人や障害のある人の支援を行う人などからの相談に応じ、必要な情報の提供などや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的としています。



		地域自立支援協議会

		相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりのために、中核的な役割を果たす協議の場として設置します。



		市町村相談支援機能強化事業

		相談支援事業の機能を強化するために、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置します。



		住宅入居等支援事業

		賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整などに関わる支援を行います。また、家主などへの相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援します。



		成年後見制度利用支援事業

		障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について助成します。





【見込量の考え方】

障害者相談支援事業は、江南市社会福祉協議会地域福祉サービスセンター及び精神障害者地域活動支援センター「希楽里」（犬山市）の２箇所を継続して設置し、新たに１事業所の設置を見込みました。

地域自立支援協議会の設置、市町村相談支援機能強化事業及び住宅


入居等支援事業、成年後見制度利用支援事業は継続して実施としました。


【必要な量の見込み】

		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		相談支援事業



		障害者相談

支援事業

		計画

		箇所

		2

		2

		2

		2

		3

		3



		

		

		実績

		箇所

		2

		2

		2

		

		

		



		

		地域自立支

援協議会

		計画

		設置
状況

		有

		有

		有

		有

		有

		有



		

		

		実績

		設置
状況

		有

		有

		有

		

		

		



		市町村相談支援機能強化事業

		計画

		実施
状況

		有

		有

		有

		有

		有

		有



		

		実績

		実施
状況

		無

		無

		無

		

		

		



		住宅入居等支援事業

		計画

		実施
状況

		有

		有

		有

		有

		有

		有



		

		実績

		実施
状況

		無

		無

		無

		

		

		



		成年後見制度利用支援事業

		計画

		実施
状況

		有

		有

		有

		 4

		4

		4



		

		実績

		実施
状況

		有

		有

		有

		

		

		





（２）コミュニケーション支援　


【サービス内容】


		サービスの種別

		実施内容



		コミュニケーション支援事業

		聴覚障害のため、意思の伝達に支援が必要な人に対して、手話通訳者、要約筆記者などを派遣する事業です。





【見込量の考え方】


手話通訳者設置、手話通訳者派遣については、平成26年度まで横ばいと推計しました。


要約筆記者派遣については、制度の周知を図ることにより、利用者２人の増加を見込み推計しました。


【必要な量の見込み】（年間）


		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		手話通訳設置事業

		計画

		人

		2

		2

		2

		2

		2

		2



		

		実績

		人

		2

		2

		2

		

		

		



		手話通訳者派遣事業

		計画

		人

		10

		10

		10

		10       

		10       

		10       



		

		実績

		人

		9

		10

		10

		

		

		



		要約筆記者派遣事業

		計画

		人

		2

		2

		2

		2       

		2       

		2       



		

		実績

		人

		0

		0

		0

		

		

		





（３）日常生活用具給付等事業　


【サービス内容】


		サービスの種別

		実施内容



		日常生活用具の給付等事業

		日常生活上の便宜を図るため、重度の障害者に特殊寝台や特殊マット、入浴補助用具などを給付する事業です。





【見込量の考え方】


平成21年度から平成23年度の３年間の平均値を基に、平成26年度まで横ばいと推計しました。


居宅生活動作補助用具の利用はありませんでしたが、計画値の２件にて各年度を推計しました。


【必要な量の見込み】（年間）


		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		介護・訓練支援用具

		計画

		件

		6

		6

		6

		2   

		2   

		2   



		

		実績

		件

		2

		2

		2

		

		

		



		自立生活支援用具

		計画

		件

		25

		25

		25

		15   

		15   

		15   



		

		実績

		件

		14

		17

		16

		

		

		



		在宅療養等支援用具

		計画

		件

		17

		17

		17

		16   

		16   

		16   



		

		実績

		件

		16

		17

		17

		

		

		



		情報・意思疎通支援用具

		計画

		件

		15

		15

		15

		26   

		26   

		26   



		

		実績

		件

		27

		28

		25

		

		

		



		排泄管理支援用具

		計画

		件

		709

		772

		835

		815   

		815   

		815   



		

		実績

		件

		843

		748

		856

		

		

		



		居宅生活動作補助用具

		計画

		件

		2

		2

		2

		2

		2

		2



		

		実績

		件

		0

		0

		0

		

		

		



		合計

		計画

		件

		774

		837

		900

		876

		876

		876



		

		実績

		件

		902

		812

		916

		

		

		





（４）移動支援事業　


【サービス内容】


		サービスの種別

		実施内容



		移動支援事業

		社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援する事業です。





【見込量の考え方】


実利用者数については、平成2３年度の利用実績を基に推計しました。


利用延時間については、平成23年度の１人当たりの利用時間を基に推計しました。


【必要な量の見込み】（１月あたり）


		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		移動支援

		計画

		実利用者数

		60

		65

		70

		65   

		65   

		65   



		

		

		延べ利用時間

		3,150

		3,413

		3,675

		3,867   

		3,867   

		3,867   



		

		実績

		実利用者数

		53

		60

		66

		

		

		



		

		

		延べ利用時間

		2,838

		3,581

		3,933

		

		

		





（５）地域活動支援センター事業　


【サービス内容】


		サービスの種別

		実施内容



		地域活動支援センター事業

		利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供や、地域との交流などの地域の実情に応じた支援を行います。





【見込量の考え方】


身体障害者地域活動支援センター及び精神障害者地域活動支援センター「希楽里」（犬山市）の3箇所を継続して設置としました。


【必要な量の見込み】（１月あたり）

		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		地域活動支援
センター

		計画

		か所

		2

		2

		2

		3

		3

		3



		

		実績

		か所

		2

		2

		3

		

		

		





（６）その他の事業　


【サービス内容】


		サービスの種別

		実施内容



		日中一時支援事業

		家族の就労支援や家族の一時的な休息を目的に、障害者などの日中における活動の場を提供する事業です。



		更生訓練費給付

		身体障害者授産施設などを利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図る事業です。



		職親委託

		知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、事業経営者に預け、生活指導及び技能取得訓練等を行う事業です。



		自動車運転免許取得費の助成

		自動車免許取得に要する費用の一部を助成し、障害のある人の就労等社会活動への参加を促進する事業です。



		身体障害者自動車改造費の助成

		身体障害のある人が自立した生活、社会活動への参加および就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に改造に要する経費を助成する事業です。



		訪問入浴サービス事業

		自宅において家族だけでは入浴が困難な重度の身体障害者を対象に、移動入浴車による訪問入浴を行う事業です。





【見込量の考え方】


日中一時支援事業については、平成23年度の利用増加数を加え、横ばいと推計しました。


その他の事業は平成21年度から平成23年度の３年間の平均値を基に、平成26年度まで横ばいと推計しました。


【必要な量の見込み】（年間）


		サービス名

		単位

		第２期計画

		第３期計画　見込み



		

		

		平成
21年度

		平成
22年度

		平成
23年度

		平成
24年度

		平成
25年度

		平成
26年度



		日中一時支援事業

		計画

		人

		45

		50

		55

		82   

		82   

		82   



		

		実績

		人

		39

		69

		75

		

		

		



		更生訓練費給付

		計画

		人分

		8

		1

		1

		8   

		8   

		8   



		

		実績

		人分

		8

		4

		7

		

		

		



		職親委託

		計画

		人分

		2

		2

		2

		2

		2

		2



		

		実績

		人分

		1

		1

		1

		

		

		



		自動車運転免許取得費の助成

		計画

		件

		1

		1

		1

		2

		2

		2



		

		実績

		件

		3

		2

		1

		

		

		



		身体障害者自動車改造費の助成

		計画

		件

		6

		6

		6

		5

		5

		5



		

		実績

		件

		4

		3

		5

		

		

		



		訪問入浴サービス事業

		計画

		回

		110

		110

		110

		91   

		91   

		91   



		

		実績

		回

		108

		88

		76

		

		

		





　４　 障害福祉サービス等の提供体制と確保策

（１）障害福祉サービス　


		

		

		見込量確保のための方策



		

		

		



		訪問系サービス

		

		〇サービス提供事業者に対し、サービスを必要とする障害者へのサービス拡充に向け働きかけ、ニーズに応じた適切なサービスを提供できるよう努めます。


○サービス提供事業者へ専門的人材の確保やその質的向上を図るよう働きかけていきます。


○同行援護の従事者資格要件を満たすガイドヘルパーなどについて、質の高いサービスの提供が確保されるよう、事業者と連携し人材確保に努めます。



		

		

		



		日中活動系サービス

		

		○事業者が常時介護を要する人のサービス利用に対応できる支援体制が整えられるよう、人材の確保について支援を行います。


○一般企業等への就労が困難な人に対し、継続的な就労訓練を確保する観点から、企業などに対し授産事業への発注の働きかけを行い、安定した施設運営への支援に努めます。


○障害のある人の企業などへの就労機会の拡大のため、犬山公共職業安定所との連携を強化して、雇用に対する理解と協力の啓発を図るとともに、障害のある人への雇用に関する情報の提供に努めます。


○介護者の疾病や冠婚葬祭など、一時的に家庭での障害者介護が困難となった家庭などを支援するため、短期入所（ショートステイ）事業の受け入れ体制の充実に向けて、社会福祉法人、医療法人などの民間事業者へ働きかけていきます。


○発達障害のある児童の利用増加が見込まれることから、既存事業所以外の場での実施の可能性を含め、サービスの確保に努めます。



		

		

		



		居住系サービス

		

		〇地域生活への移行を進めるため、障害の程度や社会適応能力などにより、生活形態を選択できるよう共同生活援助（グループホーム）、共同生活介護（ケアホーム）を実施するサービス事業所の参入を働きかけ、施設整備の支援に努めるとともに障害に対する地域住民の理解を促します。


○入所を必要とする障害のある人に適切に対応できる施設利用を推進します。



		

		

		



		計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援

		

		〇平成26年度までの3年間で、障害福祉サービス利用者すべてにサービス利用計画作成が必要となるので、県が指定する相談支援事業所とともに、計画相談の実施体制などを協議し、サービスの確保に努めます。


〇適切なサービス利用計画の作成を円滑に行うために、専門的な相談体制の確保を働きかけるとともに、情報の提供などの支援に努めます。





（２）地域生活支援事業　


		

		

		見込量確保のための方策



		

		

		



		相談支援

		

		〇障害のある人や家族などからの相談に応じて、必要な情報や助言を提供するため、身近な相談支援の場の確保に努めます。


〇相談支援体制の充実に向けて、相談支援窓口のネットワーク化を図るとともに、情報の共有化に努めます。


〇相談支援事業を効果的に実施するために、地域自立支援協議会を活用し、地域の関係機関の連携強化に努めます。


〇障害のある人に対する虐待や差別の防止に向けて、サービス提供事業者や相談支援事業者など関係機関と連携を図るとともに、成年後見制度の活用を含め人権擁護に努めます。



		

		

		



		コミュニケーション支援

		

		〇障害者団体との連携により、地域における手話通訳者や要約筆記者の把握に努め、サービスの提供体制を整えます。


〇障害のある人に対し、事業の普及啓発を図り、サービスの利用を促進します。



		

		

		



		日常生活用具給付等事業

		

		〇障害のある人が安定した日常生活を送るため、事業の周知を図るとともに、障害の特性に合わせた適切な日常生活用具の給付に努めます。


〇ＩＴ化に対応した利便性の高い電子機器などの利用を容易にするため、講習会などの開催に努めます。



		

		

		



		移動支援事業

		

		〇障害のある人の利用ニーズを把握し、適切なサービスを利用できるよう努めるとともに、介護給付の「行動援護」実施事業者の拡大を推進するとともに、個別給付への移行を促進します


〇障害のある人の社会参加を促すため、移動ボランティア、送迎ボランティアなどの障害のある人の外出を支えるボランティアの育成の支援に努めます。



		

		

		



		地域活動支援センター事業

		

		〇障害の特性に合わせた活動の場の活動内容の充実へ働きかけていきます。



		

		

		



		その他の事業

		

		〇各種助成制度の周知に努め、事業の利用促進を図り、障害のある人やその家族の支援に努めます。


〇日中一時支援事業については、必要なサービス量をサービス提供事業所と連携し確保に努めます。


〇職親委託については、登録事業所を増やしていくために事業の周知を図るとともに、障害のある人への情報提供に努めます。







第５章　計画の推進体制




　１　 推進体制


（１）内部推進体制の整備　


福祉・保健・医療・教育・雇用・まちづくりなど、幅広い分野にわたる障害者施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の関係部署との連携を一層強化し、計画の推進を図ります。


また、市職員に対して研修を実施し、障害者福祉に関する知識と意識を高め、障害者施策を実施する職員としての資質を向上します。


（２）関係機関・団体との連携　


本計画を推進していくにあたり、関係機関・団体、障害者等と連携を図りながら、総合的に取り組みます。


その中で、地域における障害者を支えるネットワークの核となる「自立支援協議会」による中立・公平な相談支援事業の実施や、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善、本計画の推進に必要な事項の検討・着実な進行管理に努めます。


（３）障害保健福祉圏域における連携　


必要な障害福祉サービス量の確保やより効果的な事業展開のため、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町及び扶桑町からなる尾張北部障害福祉圏域において連携を図り、サービス供給及び支援体制の充実を図ります。


（４）計画の普及・啓発　


本計画に定められた内容について、広報こうなん、ホームページの利用による周知を図ります。また、サービスの利用促進を図るとともに障害者に対する地域住民の理解と協力を得られるよう普及啓発を図ります。


　２　 進行管理

本計画の施策やサービスの実効性を高めるため、計画の評価・見直しを行う機関として「自立支援協議会」を位置づけるとともに、国の基本指針に即して、計画期間の各年度におけるサービス見込み量のほか、平成26年度末の目標値の達成状況を点検及び評価し、計画の見直しを実施します。


また、障害のある人のニーズや社会経済状況等の変化等を踏まえて、必要に応じ、計画を見直すこととします。


























































































































障害者計画


（平成21年度～平成30年度）





第３期障害福祉計画


（平成24年度～平成26年度）





第２期障害福祉計画


（平成21年度～平成23年度）





次期計画（仮）





都道府県実施事業


●専門性の高い相談支援


●広域的な対応が必要な事業


●人材育成





地域生活支援事業





補装具








自立支援医療











訓練等給付（障害福祉サービス）


・自立訓練（機能訓練・生活訓練）


・就労移行支援


・就労継続支援（Ａ・Ｂ型）


・共同生活援助（グループホーム）


※障害程度区分にかかわらず、サービス内容に適合すれば給付が受けられる








介護給付（障害福祉サービス）


・居宅介護（ホームヘルプ）


・重度訪問介護


・同行援護


・行動援護


・重度障害者等包括支援


・生活介護


・療養介護


・児童発達支援、放課後等デイサービス（児童デイサービス）


・短期入所


・施設入所支援


・共同生活介護（ケアホーム）


※障害程度区分によって受けられる給付が決定される





自立支援給付











・相談支援　


・移動支援


・コミュニケーション支援


・日常生活用具


・地域活動支援


・その他の事業（訪問入浴サービス　など）
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